
第１部／第 3章／第 1節 循環型社会づくりの推進 

- 47 - 
 

第 3章 環境への負荷を低減させる持続可能な循環型社会の形成 

第 1 節 循環型社会づくりの推進 

◎現状と課題 

（1）現 状 

① 一般廃棄物（し尿を除く。）（以下「ごみ」という。） 

令和 4年度の総排出量は約 29.5 万 t、県民 1人 1日当たりの排出量は 844g(前年度から 7g減少) と
なっています。また、収集量（総排出量のうち、市町が収集した量）約 27.9 万 tのうち 8割弱を可燃

ごみが占めています。ごみの処理について、リサイクル率は 19.3％（前年度から 0.1 ポイント減少）、

最終処分量は 2.6 万 t（前年度から 239t 減少）となっています。 

 

 

 

 

香川県と全国のごみ総排出量の推移 

 

 

 

香川県（万 t） 

「循環型社会」とは 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わ

るものとして提示された概念。循環型社会形成

推進基本法では、第一に製品等が廃棄物等とな

ることを抑制し、第二に排出された廃棄物等に

ついてはできるだけ資源として適正に利用し、

最後にどうしても利用できないものは適正に処

分することが徹底されることにより実現される

「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が

できる限り低減された社会」としている。 

全国（万 t） 

「廃棄物」とは 

占有者がみずから利用し、または他人に有償で

売却することができないために不要になった物

をいい、ごみ、汚泥、廃油、し尿等の固形状また

は液状のものをいう。また、廃棄物は事業活動に

伴って生じた産業廃棄物と家庭から出るごみ、し

尿など一般廃棄物がある。 

<全 国> 

資料：香川県循環型社会推進課 
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ごみ総排出量・リサイクル率・最終処分量の推移     ごみ総排出量の内訳(令和 4年度) 

 

 

② し尿・浄化槽汚泥 

令和 4年度の総排出量は、約 17.4 万 kL（前年度から約 1.5 万 kL 減少）で、近年では下水道や合併

処理浄化槽等の普及による便所の水洗化などにより、くみ取りし尿が減少し、浄化槽汚泥が増加して

います。平成 16 年度まで、浄化槽汚泥はくみ取りし尿よりも少ない状況でしたが、現在は、浄化槽汚

泥の方が多くなっています。 

なお、計画収集したものは、ほとんどがし尿処理施設で処理されています。 

③ 産業廃棄物 

令和 4年度の総排出量は約 249.3 万 t（前年度から約 3.0 万 t増加）となっています。内訳は、がれ

き類、動物のふん尿および汚泥の 3品目で総排出量の 87.1％を占めています。処理について、リサイ

クル率は、リサイクル技術の普及、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の施行などによ

り、平成 10 年度の 44.8％から 71.4％に上昇したことに伴い、最終処分量は平成 10 年度に比べ約 50.2

万 t 減少し、13.8 万 tとなっています。 

収集量合計(A) 278,645   (100％) 

内 
 

 

訳 

混合ごみ 23 (0.0％) 

可燃ごみ 221,180 (79.4％) 

不燃ごみ 16,377 (5.9％) 

資源ごみ 38,954 (14.0％) 

粗大ごみ 2,057 (0.7％) 

そ の 他 54 (0.0％) 

直接搬入量 (B) 15,126 

計画処理量 A+B(C) 293,771 

自家処理量 (D) 1 

集団回収量 (E) 1,637 

総排出量 C+E(F) 295,408 

（万 t） 

資料：香川県循環型社会推進課 

（％） （単位：t） 

資料：香川県循環型社会推進課 

（年度） 

資料：香川県循環型社会推進課 

ごみ処理の流れ（令和 4年度） 

※ごみ総処理量＝直接資源化量＋中間処理量＋直接最終処分量であり、翌年度への繰り越しや、搬入時と処理時の計量

器の違いなどにより、「計画処理量」とは一致しない。 

※（ ）内の数値はごみ総処理量に占める割合。 

※数値は四捨五入してあるため合計値が一致しない場合がある。 
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295,408t 
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1t 
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3,201t 
（1.1％） 
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処理後 

最終処分量 
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総資源化量 
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最終処分量 
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（8.9％） 

11.2 
7.5 

5.4 
3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 2.6 2.6 

36.9 38.4 

37.8 33.0 32.8 
32.4 31.8 

31.5 
31.1 31.2 30.3 30.0 29.5 

8.2

13.8

20.5 20.1

19.3 19.318.7 19.3 18.9

18.2

19.3 19.4 19.3

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

H6 11 18 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4

最終処分量 総排出量 リサイクル率



第１部／第 3章／第 1節 循環型社会づくりの推進 

- 49 - 
 

 

 

 

産業廃棄物総排出量・リサイクル率・最終処分量の推移      産業廃棄物種類別排出量（割合） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

④ 香川県廃棄物処理計画 

環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を形成するためには、これまでに形成された大量

生産・大量消費型かつワンウェイ型のライフスタイルから、循環を基調とした生活の豊かさと環境の

保全を両立させたライフスタイルへの転換を図ることが必要であり、これらを進める基本的方策とし

て、「香川県廃棄物処理計画」を令和 3年 10月に策定しました。 

この計画では、「環境への負荷を低減させる持続可能な循環型社会の形成」を基本目標とし、「２Ｒ

（リデュース、リユース）の推進」「リサイクルの推進」「廃棄物の適正処理の推進」「災害廃棄物処

理体制の充実・強化」を施策の柱として設定しています。 
 

 

 

 

注 1：各割合（％）は、総排出量に対する割合。 
注 2：表中の数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合 

がある。 

産業廃棄物処理の流れ（令和 4年度） 

中間処理量 
2,359,046t 

94.6％ 

総排出量 
2,492,734t 

100％ 

直接最終処分量 
76,182t 
3.1％ 

県外搬出量 
57,506t 
2.3％ 

処理残さ量 
1,842,162t 

73.9％ 

減量化量 
516,884t 
20.7％ 

処理後最終処分量 
61,622t 
2.5％ 

処理後再生利用量 
1,780,540t 

71.4％ 

再生利用量 
1,780,540t 

71.4％ 

最終処分量 
137,804t 

5.5％ 

資料：香川県循環型社会推進課 

資料：香川県循環型社会推進課 

資料：香川県循環型社会推進課 
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（2）課 題 

プラスチックごみ対策や食品ロス対策など新たな課題も生じる中、循環型社会の形成のためには、

県民、行政、事業者、ＮＰＯ等の多様な主体が、連携・協働して２Ｒを意識した３Ｒを推進することに

より、引き続き大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動からの転換を図る必要があります。 

環境産業の創出による地域の活性化をめざす直島町でのエコタウン事業については、引き続き循環

型社会のモデル事業として推進する必要があります。 

 

 

◎具体的な取組み 

１ ２Ｒ（リデュース、リユース)の推進 

ア）２Ｒを意識した３Ｒの普及啓発 

啓発資材である小冊子「ごみゼロ・じゅんかん・ぐるぐるＢＯＯＫ」、リーフレット「ちょっと待っ

て！ごみ？資源？」を配布したほか、広報誌、ラジオ広報、テレビ広報、ホームページ、環境キャラ

バン隊事業による学校での３Ｒの授業などにより、ごみの減量化やリサイクルなどの推進について、

普及啓発を行いました。 

 

  

区   分 R2 年度 R7 年度 

一 
般 
廃 
棄 
物 

総排出量（万 t） 
31.2 

(R 元) 
28.0 (10％減） 

リサイクル率（％） 
18.2 

(R 元) 
24.0  

最終処分量（万 t） 
3.1 

(R 元) 
2.6 (16％減) 

1 人 1 日当たりの排出量(g) 
868 

(R 元) 
810 (58g 減) 

かがわプラスチック・スマートショップ登録店舗数（累
計） 

新規 100  

県政モニターアンケートで「リユース製品を積極的に利

用している」と答えた人の割合（％） 

26.5 
(R3.6 現在) 

35.0 (8.5％増) 

県政モニターアンケートで「リサイクル製品を積極的に

利用している」と答えた人の割合（％） 

33.3 
(R3.6 現在) 

42.0 (8.7％増) 

産 
業 
廃 
棄 
物 

総排出量（万 t） 
244.9 
(R 元) 

244.0 (0.3％減) 

リサイクル率（％） 
71.0 

(R 元) 
72.5  

最終処分量（万 t） 
17.2 

(R 元) 
16.1 (6.4％減) 

廃棄物不適正処理苦情件数 124 減少  

産業廃棄物不法投棄件数 
（10 トン以上） 

0 継続 
 

数値目標 

資料：香川県循環型社会推進課 ※（ ）内は R2 年度比 
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資料：香川県循環型社会推進課 

イ）リデュースに向けた取組みの推進 

① プラスチックごみ対策 

使い捨てプラスチックの使用削減や代替素材への転換などに取り組む小売店や飲食店などを認定・

登録する「かがわプラスチック・スマートショップ」認定制度を創設し、他の事業者への波及ととも

に登録店舗による消費者への啓発活動を促進するため、ホームページやＳＮＳなどでＰＲしました。 

また、プラスチックごみの削減やリサイクルの促進に向けて、令和 5年度から家庭や団体での優れ

た取組みを表彰する「第 1回かがわプラスチック・スマート大賞」を実施しました。 

ＵＲＬ「かがわプラスチック・スマートショップ」: 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/plastic/shop/index.html 

② 食品ロス削減対策 

食品ロス（本来、食べられるにもかかわらず捨てられている食品）は、家庭と事業者からそれぞれ

半分程度発生していることから、本県では、令和元年 10月に施行した食品ロス削減推進法に基づき、

令和 3年 3月に香川県食品ロス削減推進計画を策定し、家庭と事業者の双方が食品ロスの発生抑制に

取り組んでいます。 

令和元年度から引き続き、家庭での食品ロスを削減する生活習慣を環境・身体（健康）・家計にかし

こい「スマート・フードライフ」の提案として、家庭でできる取組みを紹介する出前講座や各種イベ

ントでの普及啓発を実施しました。 

さらに、効果的な取組みを広く普及させるため、令和 4年度に引き続き、食品ロスの削減に取り組

んでいる飲食店や宿泊施設、食料品小売店を認定・登録する「かがわ食品ロス削減協力店」制度の登

録店舗数の増加に努めたほか、コンビニエンスストアやスーパー等と連携して、消費者に対して商品

棚の手前にある商品から選ぶことを呼び掛ける「てまえどり」キャンペーン、家庭や団体での優れた

取組みを表彰する「第 4回かがわ食品ロス削減大賞」を実施しました。 

ＵＲＬ「かがわ食品ロス削減協力店」: 

    https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/loss/kyouryokuten/index.html 

③ 産業廃棄物の発生抑制・多量排出事業者の廃棄物減量化の促進 

事業者に対する講習会を開催するなど、さまざま

な機会を通じて、産業廃棄物の発生抑制の啓発を行

いました。また、多量排出事業者は、産業廃棄物処

理計画の作成やその実施状況の報告が義務付けら

れており、提出時におけるヒアリングなどを通じ

て、計画的な廃棄物の減量化などを指導・助言しま

した。 

 

④ 公共工事での廃棄物の減量化の推進 

計画段階から廃棄物の発生抑制を心掛け、発生の少ない工法や資材を採用して減量化を図りました。

また、建設現場での分別・再資源化を徹底し、最終処分量の減量に努めました。 

 

 

ウ）リユースに向けた取組みの推進 

啓発資材である小冊子「ごみゼロ・じゅんかん・ぐるぐるＢＯＯＫ」を使って、環境キャラバン隊

事業による学校での「ごみ処理と３Ｒ」の授業などにより、２Ｒ（リデュース、リユース）の重要性

について普及啓発を行ったほか、リユースへの関心を高めるため、ホームページなどで市町が実施し

ている不用品交換情報提供等の情報発信を行いました。 

 

区   分 提 出 件 数 

産 業 廃 棄 物 
香川県 137 

高松市 61 

特別管理産業廃棄物 
香川県 27 

高松市 13 

産業廃棄物処理計画の作成状況（令和 5年度） 
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２ リサイクルの推進 

ア）市町におけるリサイクルの推進 

① 市町におけるリサイクルの促進 

イ）各種リサイクル制度の円滑な推進・拡充 ②・④を参照。 

② 市町や事業者と連携した取組みの促進 

プラスチック循環資源のリサイクルを推進するため「香川県プラスチックリサイクル業者情報掲載

サイト」を設けて、排出事業者とリサイクル業者のマッチングが進むよう、リサイクルに関する情報

提供を行いました。 

ＵＲＬ「香川県プラスチックリサイクル業者情報掲載サイト」: 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/plastic/recycle/index.html 

 

 

イ）各種リサイクル制度の円滑な推進・拡充 

① 拡大生産者責任の徹底 

本県では、生産者が、使用後のことを考慮した製品づ

くりを行うことや、回収・処理に積極的に関与する拡大

生産者責任の考え方に基づく廃棄物処理システムを構

築していくことが、持続可能な循環型社会形成のために

重要と考え、国に対し、次のような要望・提案を行って

きました。 

・「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）では、リサイクル料金の支払いが後払い方式

であることから発生する廃家電製品の不法投棄や不適正処理を防止するため、前払い方式へ変更

するとともに、リサイクル品目の一層の拡大を図ること。 

・携帯電話など資源として再生できる製品や薬品等有害物質などについて、生産者による廃棄物回

収システムを導入するとともに、デポジット制度を有効に組み合わせること。 

・デポジット制度の導入は、自治体間で取扱いが異なることにより、実効性が損なわれることがな

いよう、全国一斉に同一基準で実施するため、国による取組みを推進すること。 

② 容器包装リサイクルの推進 

容器包装のリサイクルについては、令和 6年 3月現在、すべての市町が、対象品目 10 品目のうち 8

品目以上の分別収集を実施しています。 

③ 家電リサイクルの推進 

「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）に基づく廃家電製品の処理が適正に行われる

よう、広報誌などでの広報を実施しました。 

④ 小型家電リサイクルの推進 

平成 25 年 4 月に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」が施行され、平成 25 年

10 月からは県内全市町で使用済小型家電の回収を行っています。市町の庁舎や公民館などに回収ボッ

クスを設けたり、資源ごみの収集にあわせて回収するなど、回収方法は市町によって違いますが、不

燃ごみとして埋立処理されていた小型家電類を別に回収し、資源化しています。 

 

 

 

「デポジット制度」とは 

飲料等を販売する際に、現在我が国の

ビール瓶などで行われているように、一

定額を預り金として取り、消費者が瓶な

どを返却すると預り金を払い戻す制度。 
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⑤ 自動車リサイクルの推進 

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」で

は、使用済自動車の処理業者は引取業、フロン類回

収業、解体業、破砕業に区分され、引取業またはフ 

ロン類回収業を行う場合には知事の登録が、解体業

または破砕業を行う場合には知事の許可が必要で

す。（高松市は高松市長の登録または許可） 

▼ 使用済自動車の引取報告（R5年度）： 

  22,205 台（県：16,860 台、高松市：5,345 台） 

⑥ 県営ため池等整備事業 

工事で発生する建設残土等の有効利用として、県営ため池等整

備工事（奥晴西上池地区ほか 1地区）の仮設材等で利用したほか、

東池地区ほか 5 地区では、工事で発生した石材などを水生生物の

生息環境を考慮した法面保護材として再利用しました。（R5年度） 

 

 

 
 

⑦ 県営農道整備事業 

他事業からの建設残土を道路の盛土材料として有効利用、また、コンクリート殻から再生される砕

石（再生クラッシャーラン）を道路構造物の基礎材料として利用しました。 

▼ 建設残土および再生砕石の利用（R5 年度）：県営大規模農道整備事業西讃南部地区 

⑧ 家畜排せつ物の良質な堆肥化と利用の推進 

良質な堆肥の生産と、地域環境に応じた堆肥の需給調整を図るため、畜産農家に対して堆肥生産技

術指導などを行ったほか、地域ごとの堆肥利用啓発資料を作成し、耕種農家などへ配布しました。 

▼ リーフレット作成部数（R5 年度）：3,700 部   

⑨ 建築物等の分別解体、再資源化の促進 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）のポスターやホームペー

ジによる周知、解体工事現場のパトロールの実施により、建築物等の分別解体や特定建設資材廃棄物

の再資源化の促進に努めました。 

また、公共工事での建設発生土の現場内利用や工事間流用のほか、再生砕石・再生加熱アスファル

トなどの使用により、建設資材の再利用に努めました。 

 

 

ウ）循環産業の育成 

① リサイクル工場の立地支援 

広域的なリサイクル体制の構築のため、用地情報の提供をしました。 

② エコアイランドなおしまプランの推進 

豊島廃棄物等の中間処理施設の整備を契機として、直島町において、廃棄物の新たなリサイクルシ

ステムを構築する環境産業の育成と住民主体の環境調和型まちづくりを展開し、循環型社会のモデル

地域を形成するエコタウンプラン（エコアイランドなおしまプラン）が、平成 14 年 3 月に国（経済産

業省・環境省）の承認を受けました。これに基づき、ハード事業（循環資源回収事業）とソフト事業

（環境調和型まちづくり）に取り組んできました。 

 高松市以外 高松市 

登 録 

業者数 

引 取 業 者 117  81 

フロン類回収業者 57  29 

許 可 

業者数 

解 体 業 者 34   9 

破 砕 業 者 14   5 

登録・許可業者数（令和 5年度末） 

資料：香川県循環型社会推進課 

▲工事で発生した石材を法面保護材に再利用 
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ＵＲＬ「エコアイランドなおしまプラン」: 

 https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/ecoisland/kfvn.html 

令和 5 年度実績 

 事業主体 内  容 

ハード事業 三菱マテリアル（株） 

（処理量） 

・溶融飛灰再資源化施設  12,144t 

・有価金属リサイクル施設 20,393t 

ソフト事業 
エコアイランドなおしま

推進委員会等 

・なおしま環の里創生プロジェクト 

・直島小学校環境教室 

・まちの案内所窓口業務委託 

・「環境のまち・直島」情報発信事業 

・住民主体の環境調和型まちづくり事業 

〔エコＴシャツプロジェクト、情報発信・交流〕 

③ 産業技術センター技術相談・技術指導 

第 1 章第 3節を参照。（29 ページ） 

 

 

エ）リサイクル製品の利用促進 

① 環境配慮モデル製品と事業所の認定 

第 1 章第 1節を参照。（13 ページ） 

② グリーン購入の推進 

県では、オフィスにおける省資源・省エネルギーを図

り、環境に配慮した物品等を購入することを定めた、「か

がわエコオフィス計画」を策定し、グリーン購入の推進

に努めています。 

「かがわエコオフィス計画」に基づき、文具・ＯＡ機

器などの購入の際に選択の基準となる「グリーン購入推

進ガイドライン」を定め、原則として環境配慮仕様を満

たす物品等を購入することとしています。 

 

 

 

 

◎方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール 

         

     

「グリーン購入」とは 

製品やサービスの購入をする時に、必

要かどうかをよく考えて、値段や品質、利

便性、デザインだけでなく環境のことを

考え、環境への負荷ができるだけ小さい

ものを優先して購入すること。 
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第 2 節 廃棄物の適正処理の推進 

◎現状と課題 

（1）現 状 

 

一般廃棄物処理施設の現況     

（令和 5年度末現在、市町等設置で稼動中のもの） 

施 設 の 種 類 
施設数 

(うち広域処理) 
合計処理能力 

ご
み
処
理
施
設 

ご み 焼 却 施 設 8（6） 1,361t/日 

粗大ごみ処理施設 1（1） 100t/日 

再 生 利 用 施 設 11（5） 196.5t/日 

埋 立 処 分 地 施 設 11（2） 2,075,664 ㎥ 

し 尿 処 理 施 設 9（4） 847.82kL/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 産業廃棄物処理業者 
 

産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃

棄物の処理の委託を受け、適正に処理する役割

を担っており、産業廃棄物の処理を業として行

う場合には、業務の形態に応じて、知事（高松市

は高松市長）の許可が必要です。 

 

 

 

 

 

 

（2）課 題 

廃棄物の不法投棄や不適正処理は後を絶たないことから、今後も、廃棄物の不法投棄の防止など適

正処理の推進を図ることが重要です。また、廃棄物を適正に処理するためには、将来にわたって必要

な中間処理施設や最終処分場を確保する必要があります。 

施 設 の 種 類 
高松市 
以 外 

高松市 計 

中
間
処
理
施
設 

汚泥の脱水施設 20 12 32 

汚泥の乾燥施設 1 0 1 

汚泥の焼却施設 0 0 0 

廃油の油水分離施設 2 0 2 

廃酸・廃アルカリの中和施設 1 0 1 

廃プラスチック類の破砕施設 23 2 25 

廃プラスチック類の焼却施設 1 0 1 

汚泥のコンクリート固形化施設 1 0 1 

産業廃棄物の焼却施設 13 4 17 

木くずの破砕施設 27 10 37 

がれきの破砕施設 43 17 60 

小計 132 45 177 

最
終
処
分
場 

安定型（埋立中のもの） 9 0 9 

管理型（埋立中のもの） 7 1 8 

小計 16 1 17 

計 148 46 194 

処理業 
の種類 

産業廃棄物処理業 
特 別 管 理 産 業 
廃 棄 物 処 理 業 

高松市以外 高松市 高松市以外 高松市 

収 集 運 搬 2,023 138 209 14 

中 間 処 理 の み 83 43 5 3 

最 終 処 分 の み 4 1 2 0 

中間処理および 
最 終 処 分 

6 1 1 0 

計 2,116 183 217 17 

産業廃棄物処理業者の状況（令和 5年度末） 

資料：香川県循環型社会推進課 

資料：香川県循環型社会推進課 

資料：香川県循環型社会推進課 

② 産業廃棄物処理施設 
産業廃棄物処理施設の設置状況（令和 5年度末） 

※最終処分場の残余年数：約 11.9 年（令和 4年度末現在）

① 一般廃棄物処理施設 
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◎具体的な取組み 

１ 廃棄物の適正処理の推進 

ア）廃棄物処理施設の確保と維持管理 

① 廃棄物処理施設の整備促進 

産業廃棄物処理施設の確保は、適正処理を進めるうえで基本的かつ重要な課題であり、計画的に行

う必要があります。 

法令で規定する産業廃棄物処理施設を設置する場合、知事（高松市内に施設を設置する場合は高松

市長）の許可が必要です。 

また、公共関与による廃棄物処理として、（公財）香川県環境保全公社では、内海港草壁地区で、安

定型産業廃棄物埋立処分事業を実施しています。 

各市町や一部事務組合が設置している一般廃棄物処理施設については、施設の維持管理に係る立入

検査を実施するとともに、施設において毎年継続的に自主検査を実施するよう依頼しました。 

 

 

イ）監視指導体制の拡充・強化 

① 産業廃棄物指導監視機動班 

産業廃棄物の適正処理に関して指導監視を行うため、県内 4地域の保健福祉事務所環境管理室など

に設置した指導監視機動班を中心に、事業者、処理業者などへの立入調査を行っています。また、苦

情通報に迅速に対処するとともに、不適正な処理を行った処理業者などに対しては、行政処分を行う

など厳正に対処しました。 

 

  

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

② 市町職員に対する「身分証明書」の交付 

産業廃棄物の不適正処理事案に対する早期対応や速やかな監視が行えるよう、希望する市町職員に

対し、産業廃棄物処理施設などに立ち入ることができる「身分証明書」を交付しています。 

▼ 交付者数（R5 年度）：6市（坂出、善通寺、観音寺、さぬき、東かがわ、三豊）8町（土庄、小豆

島、三木、直島、宇多津、綾川、多度津、まんのう）の職員 53名 

 

内   容 香川県 高松市 

延 べ 出 動 日 数 464 日 173 日 

指 導 監 視 件 数 1,902 件 464 件 

指導票の交付件数 24 件 10 件 

 件   数 

香川県  高松市  

許可の取消し 5（0） 1（0） 

事 業 停 止 0（1） 0（1） 

施設の使用停止 0（0） 0（0） 

措 置 命 令 0（0） 1（0） 

改 善 命 令 0（0） 0（0） 

計 5（1） 2（1） 

区   分 件数（うち高松市） 

不 法 投 棄 76（65） 

野 外 焼 却 20（14） 

そ  の  他 221（190） 

計 317（269） 

資料：香川県循環型社会推進課 

苦情処理件数（令和 5年度） 

資料：香川県循環型社会推進課 

不利益処分（令和 5年度） 指導監視機動班出動状況（令和 5年度） 

※（ ）は令和 4年度 

資料：香川県循環型社会推進課 
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③ 産業廃棄物の適正処理に関する普及啓発 

産業廃棄物の適正処理を進めるため、産業廃棄物の処理に関する各種情報の収集・提供や適正処理

に関する普及啓発、産業廃棄物の適正処理に向けた講習会などを実施しました。 

 

 

ウ）廃棄物の適正処理の推進 

① ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年 7 月施行）に基づき、ＰＣＢ廃

棄物保管事業者から届出を受けるとともに、必要に応じて立入調査を行うなど、ＰＣＢ廃棄物の保有

状況について把握を進めました。 

県内の高濃度ＰＣＢ廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業（株）北九州ＰＣＢ処理事業所で

処理することとなっていましたが、平成 30 年度末（変圧器、コンデンサ）および令和 2年度末（安定

器等）で受入れを一旦終了し、その後に発見された高濃度ＰＣＢ廃棄物は、事業者が保管を継続する

こととなりました。しかし、香川県を含めた処理対象地域内で約 550 件（令和 3年度末）の高濃度Ｐ

ＣＢ廃棄物の継続保管物が存在することが判明したことから、中間貯蔵・環境安全事業（株）豊田Ｐ

ＣＢ処理事業所（変圧器、コンデンサ等）、北九州ＰＣＢ処理事業所（安定器等）および大阪ＰＣＢ処

理事業所（コンデンサ）で令和 4年度から令和 5年度まで処理を行いました。低濃度ＰＣＢ廃棄物に

ついては、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等で処理することとなっており、処分期間内の

処理（令和 8年度末まで）が求められています。 

② 県外産業廃棄物の搬入に関する事前協議 

県外産業廃棄物については、原則搬入禁止としていますが、循環的な利用を行う場合は、条例に基

づき事前に県に協議することを条件に搬入を認め、その内容をホームページ等で公表しています。 

▼ 協議書提出件数（R5 年度）：33件（県外産業廃棄物の搬入：約 10 万 8 千 t（令和 4年度）） 

ＵＲＬ「県外産業廃棄物の循環的な利用に関する協議状況」： 

  https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/haikibutsu/kyogisho/index.html 

③ 農業生産資材廃棄物の適正処理の推進 

本県の農業生産資材廃棄物の円滑かつ効率的な回収と適正処理・リサイクルの推進を図るため、県

では、地区農業生産資材廃棄物適正処理推進対策協議会に対し統一的な回収、処理システムの構築と

リサイクルの推進を働き掛けるとともに、同協議会と連携して農業者に対し、廃棄物の減量化や適正

処理、分別回収の啓発活動を行いました。 

 

 

エ）不法投棄や野外焼却対策の強化 

① 香川県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会 

香川県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会を開催し、県警本部など関係機関と密接に連携し、広報

啓発活動や情報交換を行うとともに、ヘリコプターやセスナによる合同パトロールを行いました。 

▼ 合同パトロール回数（R5年度）：9回 

② 産業廃棄物の夜間・休日パトロール 

警備会社に委託し、不法投棄・野外焼却などの不適正処理が行われやすく監視も難しい夜間・休日

のパトロールを実施しました。 

▼ パトロール日数（R5 年度）：96日 
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③ 廃棄物 110 番 

広く県民から不法投棄や野外焼却などの情報提供を受けるため、廃棄物 110 番：087-832-5374（ヤ

ミニゴミナシ）、0120-537483（ゴミナシバンザイ）を設置しています。 

▼ 受付件数（R5年度）：11件 

④ 環境監視員 

生活区域内での産業廃棄物の不適正処理や水質汚濁などに関する情報収集と通報促進のため、県民

に委嘱した環境監視員と県保健福祉事務所環境管理室などが連携を図っています。 

▼ 環境監視員数（R5年度）：49名 

⑤ 民間企業との協定 

3 社、4 団体と産業廃棄物の不法投棄に関する情報提供について協定（うち 1 社は包括連携協定）

を締結し、業務遂行中に産業廃棄物の不法投棄を発見した場合は、県に情報を提供することとしてい

ます。 

⑥ 広報啓発活動 

不法投棄と野外焼却について、広報誌やラジオ広報などを活用し、不法投棄の禁止と野外焼却の原

則禁止を呼び掛けました。 

 

 

オ）豊島処分地維持管理等事業の推進 

① 事業の進捗状況等 

土庄町豊島の産業廃棄物不法投棄事件については、国による公害調停を経て、平成 12年 6月 6日、

本県が処理を行うことで最終合意しました。 

調停成立以降、本県では、調停条項に従い、豊島廃棄物等技術委員会の指導、助言を受けながら、

処理施設の整備などを進めていき、平成 15年 9月 18 日から本格的な処理を開始しました。 

以降、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」（以下「産廃特措法」という。）

の期限である平成 24 年度末までの全量処理に向け、取り組んできましたが、平成 23 年度に処理計画

期間があと 2年となり、残存量をより正確に把握しておく必要があることなどから、処分地全体の測

量を行い、処理対象量を推計した結果、約 23 万 7 千 t 増加し、約 90 万 5 千 t となり、処理期間が 3

年 6か月延びる見込みとなったことから、処理経費が大幅に増加することとなりました。 

また、平成 25 年 3 月末で失効する産廃特措法の期限の延長と、必要な処理費用について既存の枠

組みによる財政支援を講じるよう国に対し要望を行っていたところ、平成 24 年 8 月に期限延長法案

が国会で可決成立し、平成 25年 1月に、平成 28年度までの廃棄物等の処理や、廃棄物撤去後の処分

地の地下水浄化などを盛り込んだ産廃特措法に基づく変更実施計画に対して、環境大臣の同意が得ら

れました。 

このような中、廃棄物等の処理を進め、平成 29 年 3 月 28 日に豊島からの搬出を終え、6月 12日に

は直島での処理が完了しました。処理した廃棄物等の重量は 912,373t となりました。 

平成 25 年 1 月に変更した実施計画には、廃棄物等の最終の処理量や具体的な豊島処分地での地下

水浄化対策などが盛り込まれていなかったことから、これらの内容を反映した変更実施計画について

国と協議を進め、平成 30年 3 月に環境大臣の同意が得られました。 

一方、豊島処分地において、平成 30 年 1 月以降に 616t の廃棄物が新たに確認されたことから、そ

の性状検査の結果を踏まえて適正に処理を進め、令和元年 7月にすべての処理が完了し、これを加え

た廃棄物等の最終処理量は 912,989t となりました。 
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また、豊島廃棄物等の直島中間処理施設への搬入などに使用していた直島桟橋の撤去が令和元年 9

月に完了し、これにより、直島側の施設撤去がすべて完了しました。 

その後、豊島処分地の地下水浄化対策を積極的に進めて、令和 3年 7月に処分地全域での排水基準

の達成が確認されるとともに、豊島内の関連施設については、目的を達したものから、順次、撤去し、

令和 5年 3月に処分地の整地が完了しました。 

現在は、雨水の浸透等による自然浄化により、地下水の環境基準が達成されるまで、水質のモニタ

リングを継続しながら、処分地の維持管理等をしています。 

本事業は、平成12年に合意した調停条項に基づき取り組んでいる県政の最重要課題の一つであり、

県民負担の軽減に努め、県議会をはじめ県民の皆様のご理解とご協力を得ながら、気を緩めることな

く、安全と環境保全を第一に全力で取り組みます。 

さらに、豊島処分地維持管理等事業の実施状況等については、ホームページなどを活用して、積極

的な情報公開に努めます。 

豊島問題は、大量生産・大量消費・大量廃棄といった経済優先社会の「負の遺産」ですが、本県で

はこれを機に、監視指導体制の強化など、不法投棄の根絶に全力を注ぐとともに、循環型社会の構築

に貢献したいと考えています。 

ＵＲＬ「豊島問題ホームページ」：https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/teshima/kfvn.html 

 

 

２ 災害廃棄物処理体制の充実・強化 

ア）大規模災害に備えた災害廃棄物処理体制の充実・強化 

① 大規模災害に備えた災害廃棄物処理体制の構築 

県は、県地域防災計画を補完し、具体化した形で発生量予測などの基礎的データや処理に係る手順

を整理した「香川県災害廃棄物処理計画」について、主として巨大地震等を想定して策定していたも

のから、令和3年 3月に台風や豪雨などの風水害への対応も踏まえたものへ改定しました。このほか、

災害廃棄物処理計画を補完し、発災後の緊迫した状況においても担当職員が円滑に業務を遂行するた

め、「香川県災害廃棄物処理行動マニュアル」を策定しています。 

また、近年、全国各地で甚大な災害が発生しており、その都度、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理

が課題となっている中、初動体制を早期に確立するため、課題などを明らかにし、対応方法の改善と

関係機関との連携体制の充実・強化を図ることを目的として、県、市町、一部事務組合で構成する「香

川県災害廃棄物対策連絡協議会」において、訓練を実施しています。 

令和 5年度は、大量のごみを一時的に集めて保管する仮置場の設置や運営管理など、一連の業務に

ついて具体的な作業手順を確認しました。 

▼ 訓練実施回数（R5年度）：2 回（図上訓練 1回、実地訓練 1回） 

 

さらに、国や四国 4 県等で構成する「災害廃棄物対策四国ブロック協議会」において、意見交換や

訓練など広域で連携した災害廃棄物対策事業に取り組みました。 

 

◎方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール 
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第 3 節 水循環の促進 

◎現状と課題 

県内 18 か所の下水処理場で処理される下水処理水の総量は、令和 5 年度は約 63,525 千㎥となって

おり、このうち約 5％が再生水として利用されていますが、水資源に恵まれない本県では、雨水や下水

処理水などの雑用水の利活用をさらに促進する必要があります。 

また、本県の一人一日当たりの水道の生活用平均給水量は、平成 10年度以降は横ばい、令和 2、3 年

度は増加、令和 4 年度は減少しています。しかし、以前より増加していることから、限りある貴重な

資源である水の使用量を抑制するためには、より一層の節水意識の啓発が必要です。 

 

 

 
 

◎具体的な取組み 

１ 水を大切にする社会への転換 

ア）雑用水利用の促進 

① 雑用水利用施設の設置指導等 

「香川県雑用水利用促進指導要綱」に基づき、延べ面積 10,000 ㎡以上の新築や増改築した建築物

に対し雑用水利用施設の設置を指導しました。 

② 雑用水利用施設の整備状況 

県有施設（県立学校含む。）の新築、改築時に雨水再利用設備（井水利用を含む。）を可能な限り整

備し、再利用水を便所洗浄水等に利用してきました。 

今後は、引き続き設備整備費と維持管理費を精査し、県有施設の新築、改築時の雨水再利用設備整

備の検討を行うとともに、整備施設については、より適切な規模の整備を検討していきます。 
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③ 下水処理水の再利用 

下水処理水は、水資源に恵まれない本県

にとって、有効な水資源の一つであり、雑

用水等に活用するなど積極的な活用を図

っています。 

県内での、下水処理水の総量は、令和 5

年度で年間約 63,525 千㎥であり、このう

ち約 2,844 千㎥が洗浄用水、冷却用水、水

洗トイレ用水、散水用水などとして終末処

理場内外で再利用されています。 

また、高松市東部下水処理場からの処理

水は、高松駅、高松港旅客ターミナルビル

など、57施設（令和 6年 4月 1日現在）で 

水洗トイレ用水などに再利用されています。 

④ 農業集落排水事業の促進 

農村地域のし尿や生活雑排水などの汚水を処理し、ため池や

農業用水の水質保全と生活環境の改善を図り、公共用水域の水

質を保全するため、昭和 57 年度から農業集落排水事業を実施

してきました。 

▼ 整備状況（R5年度末）： 

高松市ほか 6市 4 町の 42処理区（巻末資料＜2－10＞） 

 

 

 

 

 

イ）節水活動の促進 

① 各種イベントでの節水啓発 

県と市町で組織する「節水型街づくり推進協議会」を通じて、各種イベントでパネル展示による節

水展を開催しました。 

② 節水ウィークの実施 

水の週間（8月 1日～7日）にあわせ、家庭での節水活動の実践（節水ウィーク）を促進しました。 

▼ 節水チャレンジ参加者数（R5年度）：2,238 世帯、9,767 人 

▼ 節水実績（R5年度）：1人 1日当たり 11.8L 

③ 節水コマの無料配布 

「節水型街づくり推進協議会」を通じて、希望者に対して節水コマの無料配布を行いました。 

④ 県有施設への節水型機器設置の徹底 

新築、改築、内部改修工事などにあわせて節水型衛生器具類（手洗い自動水栓、節水型便器など）

を採用し、設置しました。 

▼ 採用施設（R5 年度）：16 施設（高松西高校、香川東部支援学校、椛川ダム下流園地屋外トイレ、 

仲多度合同庁舎、東部林業事務所など） 

 

▲農業集落排水施設（白鳥処理場） 

下
水
処
理
水
総
量
（ 

千
㎥
） 

資料：香川県下水道課 

下水処理水再利用量の推移（場内および場外） 

再
利
用
量
（ 

千
㎥
） 

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

R
元
2 3 4 5

下水処理水総量 再利用量



第 1部／第 3章／第 3節 水循環の促進 

- 62 - 
 

ウ）水の大切さの理解の促進 

① 節水副読本等の配付･出前講座・香川用水県外水源地学習事業の実施 

初めて水について学習する小学 4 年生全員を対象に、「節水型街づくり推進協議会」による節水副

読本「香川県の人びとのくらしと水」を配付したほか、県内小学校等で 2 回出前講座を実施しました。

また、小学 4 年生および中学 1年生を対象に、香川用水の水源施設である早明浦ダムや池田ダムの見

学を通じて、水の大切さや先人の足跡を学ぶとともに、水源地域の人々との交流を深めることを目的

として、香川用水県外水源地学習事業を実施しました。 

▼ 副読本配付児童数（R5年度）：7,897 人 

▼ 香川用水県外水源地学習事業参加児童・生徒数（R5 年度）：2,930 人 

（うちオンライン授業 1,480 人） 
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